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サービス提供体制強化加算（Ⅱ）へ 算定変更のお知らせ 

 拝啓 時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜

り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、各務原リハビリテーション病院（訪問リハビリテーション）では、職員体制の変更

に伴い、令和 4 年 3 月 1 日よりサービス提供体制強化加算（Ⅱ）を算定することとなりま

した。３月に入ってからのご連絡となりましたこと、誠に申し訳ございません。お手数お掛

け致しますが何卒よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

記 

 

【令和 4 年 2 月末まで】 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）…６単位 

↓ 
【令和 4 年 3 月 1 日より】 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）…３単位 

 

以上 

 

 ＜問い合わせ先＞ 

各務原リハビリテーション病院 

TEL：058-384-8399 

事務：小寺 


